
○神戸市火薬類取締法事務処理規程  

平成 28年 12月 27日  

消訓令第２号  

改正  平成 30年３月 12日消訓令第４号  

令和２年２月 13日消訓令第 11号  

令和３年３月 29日消訓令第 15号  

 

目次  

第１章  総則（第１条―第３条）  

第２章  製造  

第１節  製造営業の許可（第４条―第６条）  

第２節  製造施設等の変更許可（第７条―第９条）  

第３節  製造施設の完成検査（第 10条―第 12条）  

第４節  危害予防規程の認可（第 13条―第 15条）  

第５節  製造業者が定める保安教育計画の認可（第 16条―第 18条）  

第６節  特定施設の保安検査（第 19条―第 21条）  

第７節  製造の各種届出等の処理（第 22条―第 24条）  

第３章  販売  

第１節  販売営業の許可（第 25条）  

第２節  販売業者が定める保安教育計画の認可（第 26条）  

第３節  販売の各種届出等の処理（第 27条・第 28条）  

第４章  貯蔵  

第１節  火薬庫の新設の許可（第 29条）  

第２節  火薬庫の変更許可（第 30条）  

第３節  火薬庫の完成検査（第 31条）  

第４節  火薬庫の保安検査（第 32条）  

第５節  火薬庫外火薬類貯蔵場所の指示（第 33条―第 35条）  

第６節  火薬庫の所有又は占有の免除の許可（第 36条）  

第７節  貯蔵の各種届出等の処理（第 37条―第 40条）  



第５章  譲渡・譲受  

第１節  譲渡又は譲受の許可（第 41条―第 43条）  

第２節  譲渡又は譲受の各種申請等の処理（第 44条―第 46条）  

第６章  輸入  

第１節  輸入の許可（第 47条）  

第２節  輸入の各種届出の処理（第 48条）  

第７章  消費  

第１節  消費の許可（第 49条）  

第２節  消費者が定める保安教育計画の認可（第 50条）  

第３節  消費の各種申請等の処理（第 51条―第 54条）  

第８章  廃棄  

第１節  廃棄の許可（第 55条）  

第２節  廃棄の届出の処理（第 56条）  

第９章  雑則（第 57条―第 64条）  

附則  

第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この訓令は，火薬類取締法（昭和 25年法律第 149号。以下「法」という。），

火薬類取締法施行令（昭和 25年政令第 323号。以下「政令」という。）及び火薬

類取締法施行規則（昭和 25年通商産業省令第 88号。以下「省令」という。）に

基づく事務の実施について必要な事項を定めるものとする。  

（用語の定義）  

第２条  この訓令において使用する用語は，法，政令，省令，及び神戸市火薬類

取締法施行細則（平成 28年 12月規則第 28号。以下「規則」という。）において

使用する用語の例による。  

(１ ) 消防保安システム（以下「システム」という。）とは，法，高圧ガス保

安法，及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づ

く許認可並びに査察等の事務を執り行うための情報処理システムをいう。  

(２ ) 台帳とは，申請書又は届出書により得られる事業所等の情報をシステム



に集約させた保安情報として必要なものをいう。  

（申請書及び届出書）  

第３条  申請書及び届出書は，原則として，システムにより収受，起案，決裁，

保存，廃棄その他申請書の管理に関する事務の処理を行うことにより，適正に

管理し，かつ利用しなければならない。なお，添付書類については，電磁的記

録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができな

い方式で作られる記録であつて，電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。）によることができる。  

第２章  製造  

第１節  製造営業の許可  

（申請の処理）  

第４条  消防局長は，省令第２条第１項に規定する火薬類製造営業許可申請書の

提出があったときは，システム及び様式第１号の火薬類製造営業許可申請処理

簿により受付け，現地調査及び審査を実施するものとする。  

（許可書の交付）  

第５条  消防局長は，法第３条の規定による製造営業の許可をしたときは様式第

３号の火薬類製造営業許可書を申請者に交付するものとする。  

２  前項の許可書は，次に掲げるところにより作成するものとする。  

(１ ) 許可年月日は，システム決裁日の年月日と同じ日とする。   

(２ ) 許可番号は，別表に定める記号及び番号に「 0001」を始番とする番号を

付したものとする。  

(３ ) 許可書の割印は，前条の処理簿の許可番号の欄に押印する。  

（不許可の処理）  

第６条  消防局長は，法第３条の規定による製造営業の許可をしなかったときは

様式第４号の火薬類製造営業不許可通知書を申請者に交付するものとする。  

２  前項の通知書を交付したときは，第４条の処理簿の備考の欄には，その旨を

記載するものとする。  

第２節  製造施設等の変更許可  

（申請の処理）  



第７条  予防部長は，省令第７条に規定する火薬類製造施設等変更許可申請書の

提出があったときは，システム及び様式第１号の火薬類製造施設等変更許可申

請処理簿により受付け，現地調査及び審査を実施するものとする。  

（許可書の交付）  

第８条  予防部長は，法第 10条第１項の規定による製造施設等の変更の許可をし

たときは様式第５号の火薬類製造施設等変更許可書を申請者に交付するものと

する。  

２  前項の許可書は，次に掲げるところにより作成するものとする。  

(１ ) 許可年月日は，システム決裁日の年月日と同じ日とする。   

(２ ) 許可番号は，別表に定める記号及び番号に「 0001」を始番とする番号を

付したものとする。  

(３ ) 許可書の割印は，前条の処理簿の許可番号の欄に押印する。  

（不許可の処理）  

第９条  予防部長は，法第 10条第１項の規定による製造施設等の変更の許可をし

なかったときは様式第６号の火薬類製造施設等変更不許可通知書を申請者に交

付するものとする。  

２  前項の通知書を交付したときは，第７条の処理簿の備考の欄には，その旨を

記載するものとする。  

第３節  製造施設の完成検査  

（申請の処理）  

第 10条  危険物保安課長は，省令第 41条第１項に規定する完成検査申請書の提出

があったときは，システム及び様式第７号の完成検査（製造）申請処理簿によ

り受付け，検査を実施するものとする。  

（検査証の作成）  

第 11条  危険物保安課長は，省令第 41条第２項に規定する完成検査証を次に掲げ

るところにより作成するものとする。  

(１ ) 検査年月日は，システム決裁日の年月日と同じ日とする。   

(２ ) 検査証の余白部に，別表に定める記号及び番号に「 0001」を始番とする

検査番号を記載するものとする。  



(３ ) 検査証の割印は，前条の処理簿の検査番号の欄に押印する。  

（不適合の処理）  

第 12条  危険物保安課長は，法第 15条第１項又は第２項の規定により完成検査を

行った結果，製造施設が法第７条第１号の技術上の基準に適合していないと認

めたときは様式第８号の完成検査不適合通知書を申請者に交付するものとする。 

２  前項の通知書を交付したときは，第 10条の処理簿の備考の欄には，その旨を

記載するものとする。  

第４節  危害予防規程の認可  

（申請の処理）  

第 13条  危険物保安課長は，省令第６条第８項に規定する危害予防規程（変更）

認可申請書の提出があったときは，システム及び様式第９号の危害予防規程認

可申請処理簿により受付け，審査するものとする。  

（認可書の交付）  

第 14条  危険物保安課長は，法第 28条第１項の規定による危害予防規程の認可を

したときは様式第 10号の危害予防規程制定・変更認可書を申請者に交付するも

のとする。  

２  前項の認可書は，次に掲げるところにより作成するものとする。  

(１ ) 認可年月日は，システム決裁日の年月日と同じ日とする。   

(２ ) 認可番号は，別表に定める記号及び番号に「 0001」を始番とする番号を

付したものとする。  

(３ ) 認可書の割印は，前条の処理簿の認可番号の欄に押印する。  

（不認可の処理）  

第 15条  危険物保安課長は，法第 28条第１項の規定による危害予防規程の認可を

しなかったときは様式第 11号の危害予防規程制定・変更不認可通知書を申請者

に交付するものとする。  

２  前項の通知書を交付したときは，第 13条の処理簿の備考の欄には，その旨を

記載するものとする。  

第５節  製造業者が定める保安教育計画の認可  

（申請の処理）  



第 16条  危険物保安課長は，規則第７条第１項に規定する保安教育計画（変更）

認可申請書の提出があったときは，システム及び様式第９号の保安教育計画（製

造）認可申請処理簿により受付け，審査するものとする。  

（認可書の交付）  

第 17条  危険物保安課長は，法第 29条第１項の規定による保安教育計画の策定又

は変更の認可をしたときは様式第 12号の保安教育計画策定・変更認可書を申請

者に交付するものとする。  

２  前項の認可書は，次に掲げるところにより作成するものとする。  

(１ ) 認可年月日は，システム決裁日の年月日と同じ日とする。   

(２ ) 認可番号は，別表に定める記号及び番号に「 0001」を始番とする番号を

付したものとする。  

(３ ) 認可書の割印は，前条の処理簿の認可番号の欄に押印する。  

（不認可の処理）  

第 18条  危険物保安課長は，法第 29条第１項の規定による保安教育計画の策定又

は変更の認可をしなかったときは様式第 13号の保安教育計画策定・変更不認可

通知書を申請者に交付するものとする。  

２  前項の通知書を交付したときは，第 16条の処理簿の備考の欄には，その旨を

記載するものとする。  

第６節  特定施設の保安検査  

（申請の処理）  

第 19条  危険物保安課長は，省令第 44条の２第３項に規定する保安検査申請書の

提出があったときは，システム及び様式第７号の保安検査（製造）申請処理簿

により受付け，検査を実施するものとする。  

（検査証の作成）  

第 20条  危険物保安課長は，省令第 44条の２第４項に規定する保安検査証を次に

掲げるところにより作成するものとする。  

(１ ) 検査年月日は，システム決裁日の年月日と同じ日とする。   

(２ ) 検査証の余白部に，別表に定める記号及び番号に「 0001」を始番とする

検査番号を記載するものとする。  



(３ ) 検査証の割印は，前条の処理簿の検査番号の欄に押印する。  

（不適合の処理）  

第 21条  危険物保安課長は，法第 35条第１項の規定により保安検査を行った結果，

特定施設が法第７条第１号の技術上の基準に適合していない，又は危害予防規

程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして

省令第６条で定めるものを実施していないと認めたときは様式第 14号の保安検

査不適合通知書を申請者に交付するものとする。  

２  前項の通知書を交付したときは，第 19条の処理簿の備考の欄には，その旨を

記載するものとする。  

第７節  製造の各種届出等の処理  

（製造営業の廃止の届出の処理）  

第 22条  危険物保安課長は，規則第５条に規定する火薬類製造営業全部廃止届の

提出があったときは，システムにより受付け，製造営業の許可に係る様式第１

号の火薬類製造営業許可申請処理簿の備考の欄に，別図第２の廃止の表示をし，

届出書の提出があった年月日を記載するものとする。  

２  危険物保安課長は，規則第５条に規定する火薬類製造営業一部廃止届の提出

があったときは，システムにより受付けるものとする。  

３  前項の届出書を受付けたときは，製造営業の許可に係る様式第１号の火薬類

製造営業許可申請処理簿の備考の欄にその旨を記載するものとする。  

（特定施設の休止の届出の処理）  

第 23条  危険物保安課長は，規則第９条に規定する特定施設使用休止届の提出が

あったときは，システムにより受付け，製造営業の許可に係る様式第１号の火

薬類製造営業許可申請処理簿の備考の欄にその旨を記載するものとする。  

（その他各種届出等の処理）  

第 24条  危険物保安課長は，次に掲げる届出書等の提出があったときは，システ

ムにより受付けるものとする。  

(１ ) 危害予防規程変更届（省令別記様式第３）  

(２ ) 火薬類製造施設軽微変更届（省令別記様式第５）  

(３ ) 指定完成検査機関完成検査受検届（省令別記様式第 16）  



(４ ) 完成検査結果報告書（省令別記様式第 17）  

(５ ) 指定保安検査機関保安検査受検届（省令別記様式第 20）  

(６ ) 保安検査結果報告書（省令別記様式第 21）  

(７ ) 完成検査記録届（省令別記様式第 25）  

(８ ) 保安検査記録届（省令別記様式第 26）  

(９ ) 火薬類製造保安責任者等選任・解任届（規則様式第 10号）  

(10) 定期自主検査計画（変更）届（規則様式第 12号）  

(11) 定期自主検査終了報告書（規則様式第 13号）  

(12) 火薬類製造報告書（規則様式第 15号）  

(13) 火薬類製造営業許可申請書等記載事項変更報告書（規則様式第 16号）  

第３章  販売  

第１節  販売営業の許可  

（申請の処理，許可書の交付及び不許可の処理）  

第 25条  第７条から第９条までの規定は，省令第 10条第１項に規定する火薬類販

売営業許可申請書の提出があったとき並びに様式第３号の火薬類販売営業許可

書及び様式第４号の火薬類販売営業不許可通知書の交付をしたときについて準

用する。この場合において，第７条中「予防部長」とあるのは「危険物保安課

長」と，「火薬類製造施設等変更許可申請処理簿」とあるのは「火薬類販売営

業許可申請処理簿」と，第８条第１項及び第９条第１項中「法第 10条第１項の

規定による製造施設等の変更」とあるのは「法第５条の規定による販売営業」

と読み替えるものとする。  

第２節  販売業者が定める保安教育計画の認可  

（申請の処理，認可書の交付及び不認可の処理）  

第 26条  第 16条から第 18条までの規定は，規則第７条第１項に規定する保安教育

計画（変更）認可申請書の提出があったとき並びに様式第 12号の保安教育計画

策定・変更認可書及び様式第 13号の保安教育計画策定・変更不認可通知書の交

付をしたときについて準用する。この場合において，第 16条中「保安教育計画

（製造）認可申請処理簿」とあるのは「保安教育計画（販売）認可申請処理簿」

と読み替えるものとする。  



第３節  販売の各種届出等の処理  

（販売営業の廃止の届出の処理）  

第 27条  第 22条の規定は，規則第５条に規定する火薬類販売営業全部廃止届又は

火薬類販売営業一部廃止届の提出があったときについて準用する。この場合に

おいて，第 22条第１項及び第２項中「製造営業の許可に係る火薬類製造営業許

可申請処理簿」とあるのは「販売営業の許可に係る火薬類販売営業許可申請処

理簿」と読み替えるものとする。  

（その他各種報告の処理）  

第 28条  危険物保安課長は，次に掲げる報告書の提出があったときは，システム

により受付けるものとする。  

(１ ) 火薬類販売営業許可申請書等記載事項変更報告書（規則様式第 16号）  

(２ ) 火薬類販売報告書（規則様式第 17号）  

第４章  貯蔵  

第１節  火薬庫の新設の許可  

（申請の処理，許可書の交付及び不許可の処理）  

第 29条  第４条から第６条までの規定は，省令第 13条第１項に規定する火薬庫設

置等許可申請書の提出があったとき並びに様式第 16号の火薬庫設置・移転許可

書及び様式第 17号の火薬庫設置・移転不許可通知書の交付をしたときについて

準用する。この場合において，第４条中「火薬類製造営業許可申請処理簿」と

あるのは「火薬庫新設許可申請処理簿」と，第５条第１項及び第６条第１項中

「法第４条の規定による製造営業」とあるのは「法第 12条第１項の規定による

火薬庫の新設」と読み替えるものとする。  

第２節  火薬庫の変更許可  

（申請の処理，許可書の交付及び不許可の処理）  

第 30条  第７条から第９条までの規定は，省令第 13条第１項に規定する火薬庫設

置等許可申請書の提出があったとき並びに様式第 16号の火薬庫変更許可書及び

様式第 17号の火薬庫変更不許可通知書の交付をしたときについて準用する。こ

の場合において，第７条中「火薬類製造施設等変更許可申請処理簿」とあるの

は「火薬庫変更許可申請処理簿」と，第８条第１項及び第９条第１項中「法第



10条第１項の規定による製造施設等」とあるのは「法第 12条第１項の規定によ

る火薬庫」と読み替えるものとする。  

第３節  火薬庫の完成検査  

（申請の処理，検査証の作成及び不適合の処理）  

第 31条  第 10条から第 12条までの規定は，省令第 41条第１項に規定する完成検査

申請書の提出があったとき並びに省令第 41条第２項に規定する完成検査証及び

様式第８号の完成検査不適合通知書の交付をしたときについて準用する。この

場合において，第 10条中「完成検査（製造）申請処理簿」とあるのは「完成検

査（火薬庫）申請処理簿」と，第 12条第１項中「製造施設が法第７条第１号」

とあるのは「火薬庫が法第 12条第３項」と読み替えるものとする。  

第４節  火薬庫の保安検査  

（申請の処理，検査証の作成及び不適合の処理）  

第 32条  第 19条から第 21条までの規定は，省令第 44条の２第３項に規定する保安

検査申請書の提出があったとき並びに省令第 44条の２第４項に規定する保安検

査証及び様式第 14号の保安検査不適合通知書の交付をしたときについて準用す

る。この場合において，第 19条中「保安検査（製造）申請処理簿」とあるのは

「保安検査（火薬庫）申請処理簿」と，第 21条第１項中「特定施設が法第７条

第１号」とあるのは「火薬庫が法第 12条第３項」と読み替えるものとする。  

第５節  火薬庫外火薬類貯蔵場所の指示  

（申請の処理）  

第 33条  危険物保安課長は，規則第３条に規定する火薬庫外火薬類貯蔵場所指示

申請書の提出があったときは，システム及び様式第 18号の火薬庫外火薬類貯蔵

場所指示申請処理簿により受付け，現地調査及び審査を実施するものとする。  

（指示書の交付）  

第 34条  危険物保安課長は，省令第 15条第１項の表の規定による火薬庫外火薬類

貯蔵場所の指示をしたときは様式第 19号の火薬庫外火薬類貯蔵場所指示書を申

請者に交付するものとする。  

２  前項の指示書は，次に掲げるところにより作成するものとする。  

(１ )  指示年月日は，システム決裁日の年月日と同じ日とする。   



(２ ) 指示番号は，別表に定める記号及び番号に「 0001」を始番とする番号を

付したものとする。  

(３ ) 指示書の割印は，前条の処理簿の指示番号の欄に押印する。  

（不指示の処理）  

第 35条  危険物保安課長は，省令第 15条第１項の表の規定による火薬庫外火薬類

貯蔵場所の指示をしなかったときは様式第 20号の火薬庫外火薬類貯蔵場所不指

示通知書を申請者に交付するものとする。  

２  前項の通知書を交付したときは，第 33条の処理簿の備考の欄には，その旨を

記載するものとする。  

第６節  火薬庫の所有又は占有の免除の許可  

（申請の処理，許可書の交付及び不許可の処理）  

第 36条   第７条から第９条までの規定は，規則第４条に規定する火薬庫の所有

又は占有の免除許可申請書の提出があったとき並びに様式第 21号の火薬庫の所

有又は占有の免除許可書及び様式第 22号の火薬庫の所有又は占有の免除不許可

通知書の交付をしたときについて準用する。この場合において，第７条中「予

防部長」とあるのは「危険物保安課長」と，「火薬類製造施設等変更許可申請

処理簿」とあるのは「火薬庫の所有又は占有の免除許可申請処理簿」と，第８

条第１項及び第９条第１項中「法第 10条第１項の規定による製造施設等の変更」

とあるのは「法第 13条ただし書の規定による火薬庫の所有又は占有の免除」と

読み替えるものとする。  

第７節  貯蔵の各種届出等の処理  

（火薬庫の用途廃止の届出の処理）  

第 37条  危険物保安課長は，規則第６条に規定する火薬庫の用途廃止届の提出が

あったときは，システムにより受付け，火薬庫の新設の許可に係る様式第１号

の火薬庫新設許可申請処理簿の備考の欄に，別図第２の廃止の表示をし，届出

書の提出があった年月日を記載するものとする。  

（火薬庫の休止の届出の処理）  

第 38条  第 23条の規定は，規則第９条に規定する火薬庫使用休止届の提出があっ

たときについて準用する。この場合において，第 23条中「製造営業の許可に係



る火薬類製造営業許可申請処理簿」とあるのは「火薬庫の許可に係る火薬庫新

設許可申請処理簿」と読み替えるものとする。  

（火薬庫外火薬類貯蔵場所の廃止の届出の処理）  

第 39条  危険物保安課長は，規則第３条第３項に規定する火薬庫外火薬類貯蔵場

所用途廃止届の提出があったときは，システムにより受付け，火薬庫外火薬類

貯蔵場所の指示に係る様式第 18号の火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請処理簿の

備考の欄に，別図第２の廃止の表示をし，届出書の提出があった年月日を記載

するものとする。  

（その他各種届出等の処理）  

第 40条  危険物保安課長は，次に掲げる届出書等の提出があったときは，システ

ムにより受付けるものとする。  

(１ ) 火薬庫軽微変更届（省令別記様式第５）  

(２ ) 火薬庫承継届（省令別記様式第８）  

(３ ) 指定完成検査機関完成検査受検届（省令別記様式第 16）  

(４ ) 完成検査結果報告書（省令別記様式第 17）  

(５ ) 指定保安検査機関保安検査受検届（省令別記様式第 20）  

(６ ) 保安検査結果報告書（省令別記様式第 21）  

(７ ) 完成検査記録届（省令別記様式第 25）  

(８ ) 保安検査記録届（省令別記様式第 26）  

(９ ) 火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書記載事項変更届（規則様式第２号）  

(10) 火薬類取扱保安責任者等選任・解任届（規則様式第 10号）  

(11) 定期自主検査計画（変更）届（規則様式第 12号）  

(12) 定期自主検査終了報告書（規則様式第 13号）  

(13) 火薬類安定度試験結果報告書（規則様式第 14号）  

(14) 火薬庫設置等許可申請書等記載事項変更届（規則様式第 18号）  

(15) 火薬庫出納報告書（規則様式第 19号）  

(16) 火薬庫設置等許可申請書等記載事項変更報告書（規則様式第 20号）  

第５章  譲渡・譲受  

第１節  譲渡又は譲受の許可  



（申請の処理）  

第 41条  危険物保安課長は，省令第 35条に規定する火薬類譲渡許可申請書又は省

令第 36条に規定する火薬類譲受許可申請書の提出があったときは，システム及

び様式第１号の火薬類譲渡譲受許可申請処理簿により受付け，審査を実施する

ものとする。  

２  危険物保安課長は，法第 52条第１項に規定する公安委員会の意見の聴取は，

申請書２部を兵庫県公安委員会に送付するものとする。  

（許可証の交付）  

第 42条  危険物保安課長は，法第 17条第１項の規定による譲渡又は譲受の許可を

したときは省令第 38条に規定する譲渡許可証及び譲受許可証を申請者に交付す

るものとする。  

２  前項の許可書は，次に掲げるところにより作成するものとする。  

(１ ) 許可年月日は，システム決裁日の年月日と同じ日とする。   

(２ ) 許可番号は，別表に定める記号及び番号に「 0001」を始番とする番号を

付したものとする。  

(３ ) 許可証の割印は，前条の処理簿の許可番号の欄に押印する。  

（不許可の処理）  

第 43条  危険物保安課長は，法第 17条第１項の規定による譲渡又は譲受の許可を

しなかったときは様式第 23号の火薬類譲渡・譲受不許可通知書を交付するもの

とする。  

２  前項の通知書を交付したときは，第 41条の処理簿の備考の欄には，その旨を

記載するものとする。  

第２節  譲渡又は譲受の各種申請等の処理  

（許可証の書換）  

第 44条  危険物保安課長は，省令第 38条の２の規定により許可証書換申請書の提

出があったときは，システムにより受付けるものとする。  

２  書換えする許可証は，次に掲げるところにより作成するものとする。  

(１ ) 右上余白部に別図第５の書換の表示をする。  

(２ ) 許可証の割印は，様式第１号の火薬類譲渡譲受許可申請処理簿の許可番



号の欄に押印する。  

（許可証の再交付）  

第 45条  前条の規定は，省令第 39条の規定により許可証再交付申請書の提出があ

ったときについて準用する。この場合において，前条第２項中「別図第５の書

換」とあるのは「別図第６の再交付」と読み替えるものとする。  

（許可証の返納）  

第 46条  危険物保安課長は，政令第２条の規定により譲渡許可証又は譲受許可証

の返納があったときは，様式第１号の火薬類譲渡譲受許可申請処理簿の備考の

欄に，その旨を記載するものとする。  

第６章  輸入  

第１節  輸入の許可  

（申請の処理，許可書の交付及び不許可の処理）  

第 47条  第７条から第９条までの規定は，省令第 46条に規定する火薬類輸入許可

申請書の提出があったとき並びに様式第 24号の火薬類輸入許可書及び様式第 25

号の火薬類輸入不許可通知書の交付をしたときについて準用する。この場合に

おいて，第７条中「予防部長」とあるのは「危険物保安課長」と，「火薬類製

造施設等変更許可申請処理簿」とあるのは「火薬類輸入許可申請処理簿」と，

「現地調査及び審査」とあるのは「審査」と，第８条第１項中「予防部長」と

あるのは「危険物保安課長」と，「法第 10条第１項の規定による製造施設等の

変更」とあるのは「法第 24条第１項の規定による輸入」と，第８条第２項第２

号中「記号及び番号」とあるのは「番号」と，第９条第１項中「予防部長」と

あるのは「危険物保安課長」と，「法第 10条第１項の規定による製造施設等の

変更」とあるのは「法第 24条第１項の規定による輸入」と読み替えるものとす

る。  

第２節  輸入の各種届出の処理  

（各種届出の処理）  

第 48条  危険物保安課長は，次に掲げる届出書の提出があったときは，システム

により受付けるものとする。  

(１ ) 火薬類輸入届（省令別記様式第 28）  



(２ ) 火薬類輸入許可申請書記載事項変更届（規則様式第 21号）  

第７章  消費  

第１節  消費の許可  

（申請の処理，許可証の交付及び不許可の処理）  

第 49条  第 41条から第 43条までの規定は，省令第 48条のうち、発破及び煙火に関

する火薬類消費許可申請書の提出があったとき並びに様式第 26号の火薬類消費

許可証及び様式第 27号の火薬類消費不許可通知書の交付をしたときについて準

用する。この場合において，「危険物保安課長」とあるのは「予防部長」と，

第 41条第１項中「火薬類譲渡譲受許可申請処理簿」とあるのは「火薬類消費許

可申請処理簿」と，「審査」とあるのは「現地調査及び審査」と，第 42条第１

項及び第 43条第１項中「法第 17条第１項の規定による譲渡又は譲受」とあるの

は「法第 25条第１項の規定による消費」と読み替えるものとする。  

２  第 41条から第 43条までの規定は，省令第 48条（発破及び煙火を除く。）に規

定する火薬類消費許可申請書の提出があったとき並びに様式第 26号の火薬類消

費許可証及び様式第 27号の火薬類消費不許可通知書の交付をしたときについて

準用する。この場合において，第 41条第１項中「火薬類譲渡譲受許可申請処理

簿」とあるのは「火薬類消費許可申請処理簿」と，「審査」とあるのは「現地

調査及び審査」と，第 42条第１項及び第 43条第１項中「法第 17条第１項の規定

による譲渡又は譲受」とあるのは「法第 25条第１項の規定による消費」と読み

替えるものとする。  

第２節  消費者が定める保安教育計画の認可  

（申請の処理，認可書の交付及び不認可の処理）  

第 50条  第 16条から第 18条までの規定は，規則第７条第１項に規定する保安教育

計画（変更）認可申請書の提出があったとき並びに様式第 12号の保安教育計画  

策定・変更  認可書及び様式第 13号の保安教育計画策定・変更不認可通知書の

交付をしたときについて準用する。この場合において，第 16条中「保安教育計

画（製造）認可申請処理簿」とあるのは「保安教育計画（消費）認可申請処理

簿」と，第 17条第１項及び第 18条第１項中「法第 29条第１項」とあるのは「法

第 29条第５項」と読み替えるものとする。  



第３節  消費の各種申請等の処理  

（保安教育計画を定めるべき者の指定の処理）  

第 51条  危険物保安課長は，法第 29条第４項の規定による保安教育計画を定める

べき者として指定したときは，様式第 28号の保安教育計画を定めるべき者の指

定書を消費者に交付するものとする。  

（保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者の指定の取消しの処

理）  

第 52条  危険物保安課長は，省令第 67条の７第３項の規定により指定の取り消し

を認めたときは，様式第 29号の保安教育計画を定めるべき者の指定取消通知書

を代表者に交付するものとする。  

２  様式第９号の保安教育計画（消費）認可申請処理簿の備考の欄には，その旨

を記載するものとする。  

（保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者の指定の取消しの申請

の処理）  

第 53条  危険物保安課長は，規則第７条第２項に規定する保安教育計画を定める

べき者の指定取消申請書の提出があったときは，システムにより受付け，審査

を実施するものとする。  

２  危険物保安課長は，省令第 67条の７第３項の規定により指定の取り消しを認

めたときは様式第 29号の保安教育計画を定めるべき者の指定取消通知書を，認

めなかったときは様式第 30号の保安教育計画を定めるべき者の指定取消不適合

通知書を申請者に交付し，様式第９号の保安教育計画（消費）認可申請処理簿

の備考の欄には，その旨を記載するものとする。  

（その他各種届出等の処理）  

第 54条  危険物保安課長は，次に掲げる届出書等の提出があったときは，システ

ムにより受付けるものとする。  

(１ ) 火薬類取扱保安責任者等選任・解任届（規則様式第 10号）  

(２ ) 火薬類消費許可申請書等記載事項変更届（規則様式第 22号）  

(３ ) 火薬類消費報告書（規則様式第 23号）  

第８章  廃棄  



第１節  廃棄の許可  

（申請の処理，許可書の交付及び不許可の処理）  

第 55条  第７条から第９条までの規定は，省令第 65条に規定する火薬類廃棄許可

申請書の提出があったとき並びに様式第 31号の火薬類廃棄許可書及び様式第 32

号の火薬類廃棄不許可通知書の交付をしたときについて準用する。この場合に

おいて，第７条中「予防部長」とあるのは「危険物保安課長」と，「火薬類製

造施設等変更許可申請処理簿」とあるのは「火薬類廃棄許可申請処理簿」と，

第８条第１項及び第９条第１項中「法第 10条第１項の規定による製造施設等の

変更」とあるのは「法第 27条第１項の規定による廃棄」と読み替えるものとす

る。  

第２節  廃棄の届出の処理  

（火薬類廃棄許可申請書の記載事項変更の届出の処理）  

第 56条  危険物保安課長は，規則第 22条に規定する火薬類廃棄許可申請書記載事

項変更届の提出があったときは，システムにより受付けるものとする。  

第９章  雑則  

（火薬類の所有権の取得の届出の処理）  

第 57条  危険物保安課長は，規則第 23条に規定する火薬類所有権取得届の提出が

あったときは，システムにより受付けるものとする。  

（許可等の申請の取下げの処理）  

第 58条  危険物保安課長は，規則第 24条に規定する許可等申請取下書の提出があ

ったときは，システムにより受付けるものとする。  

２  前項の許可等に係る処理簿の備考の欄には，その旨を記載するものとする。  

（許可取消申請の処理）  

第 59条  危険物保安課長は，規則第 25条に規定する許可取消申請書の提出があっ

たときは，システムにより受付けるものとする。  

２  前項の許可に係る処理簿の備考の欄には，その旨を記載するものとする。  

（台帳の作成）  

第 60条  危険物保安課長は，システムにより台帳を作成するものとする。  

（月例報告等）  



第 61条  危険物保安課員は、次の各号に掲げる火薬類規制事務の処理状況を次に

掲げる期日までに危険物保安課長に報告するものとする。  

(１ ) 火薬類規制事務処理状況月報（別に定める様式）  翌月 10日  

(２ ) 火薬類事故報告（別に定める様式）  翌月 10日  

(３ ) 法第 52条第２項に規定する公安委員会等への通報に該当する許可等に係

る申請書等の写し  翌月 10日  

（公安委員会等への通報）  

第 62条  危険物保安課長は，法第 52条第２項の規定により通報する場合は，直ち

に兵庫県公安委員会又は神戸海上保安部に行うものとする。  

２  危険物保安課長は，規則第３条第２項の規定による処分及び第３条第３項の

規定による届出を受理したときは，速やかに兵庫県公安委員会又は神戸海上保

安部に通報するものとする。  

（受付）  

第 63条  この訓令に係る申請書，届出書及び報告書に係る受付は，別図第８の印

を用いるものとする。  

（実施細目）  

第 64条  火薬類規制事務を統一的に処理するため，審査基準の細目は別に定める。 

附  則  

（施行期日）  

第１条  この訓令は，平成 29年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

第２条  この訓令の施行前にした許可等における番号の適用については，なお従

前の例による。  

附  則（平成 30年３月 12日消訓令第４号）  

この訓令は，平成 30年４月１日から施行する。  

附  則（令和２年２月 13日消訓令第 11号）  

この訓令は，令和２年２月 13日から施行する。  

附   則（令和３年３月 29日消訓令第 15号）   

（施行期日）   



１  この訓令は，令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）   

２  この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は，当分の間、なお

使用することができる。



 



別図第１  削除  

別図第２（第 22条，第 27条，第 37条，第 39条関係）  

 

別図第３  削除  

別図第４  削除  

別図第５（第 44条関係）  

 

別図第６（第 45条関係）  

 

別図第７（第 58条，第 59条関係）  

 

別図第８（第 63条関係）  

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別表（第５条，第８条，第 11条，第 14条，第 17条，第 20条，第 25条，第 26条，第

29条，第 30条，第 31条，第 32条，第 34条，第 36条，第 42条，第 47条，第 49条，

第 50条，第 55条関係）  

様式第１号（第４条，第７条，第 25条，第 29条，第 30条，第 36条，第 41条，第 47

条，第 49条，第 55条関係）  

様式第２号  削除  

様式第３号（第５条，第 25条関係）  

様式第４号（第６条，第 25条関係）  

様式第５号（第８条関係）  

様式第６号（第９条関係）  

様式第７号（第 10条，第 19条，第 31条，第 32条関係）  

様式第８号（第 12条，第 31条関係）  

様式第９号（第 13条，第 16条，第 26条，第 50条関係）  

様式第 10号（第 14条関係）  

様式第 11号（第 15条関係）  

様式第 12号（第 17条，第 26条，第 50条関係）  

様式第 13号（第 18条，第 26条，第 50条関係）  

様式第 14号（第 21条，第 32条関係）  

様式第 15号  削除  

様式第 16号（第 29条，第 30条関係）  

様式第 17号（第 29条，第 30条関係）  

様式第 18号（第 33条関係）  

様式第 19号（第 34条関係）  

様式第 20号（第 35条関係）  

様式第 21号（第 36条関係）  

様式第 22号（第 36条関係）  

様式第 23号（第 43条関係）  

様式第 24号（第 47条関係）  

様式第 25号（第 47条関係）  



様式第 26号（第 49条関係）  

様式第 27号（第 49条関係）  

様式第 28号（第 51条関係）  

様式第 29号（第 52条，第 53条関係）  

様式第 30号（第 53条関係）  

様式第 31号（第 55条関係）  

様式第 32号（第 55条関係）  

 




